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平成２３年市議会  

議第  ２６   号  

 

別府市都市計画審議会条例の一部改正について  

 

 別府市都市計画審議会条例の一部を次のように改正する。  

  平成２３年２月２５日提出  

別府市長 浜 田  博    

 

記  

 

別府市都市計画審議会条例の一部を改正する条例  

 

 別府市都市計画審議会条例（平成１２年別府市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。  

 第２条第１項中「２０人」を「１８人」に改め、同条第２項第１号中「７

人以内」を削り、同項第２号中「６人以内」を削り、同項第３号中「５人

以内」を削り、同項第４号中「２人以内」を削る。  

   附 則  

 この条例は、平成２３年５月１日から施行する。  

 

 

 （提案理由）  

    別府市都市計画審議会の委員の人数を見直すことに伴い、条例を

改正しようとするものである。  
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別府市都市計画審議会条例の一部を改正する条例 新旧対照表  

 

 

改 正 案  現  行  

 

(組 織 ) 

第 ２ 条  審 議 会 は 、 委 員 18 人 以 内

で 組 織 す る 。  

 

２  委 員 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の

う ち か ら 、 市 長 が 任 命 す る 。  

( 1 )  学 識 経 験 の あ る 者  

( 2 )  市 議 会 の 議 員  

( 3 )  関 係 行 政 機 関 又 は 県 の 職 員  

 

( 4 )  市 の 住 民  

 

 

(組 織 ) 

第 ２ 条  審 議 会 は 、 委 員 20 人 以 内

で 組 織 す る 。  

 

２  委 員 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の

う ち か ら 、 市 長 が 任 命 す る 。  

( 1 )  学 識 経 験 の あ る 者  7 人 以 内  

( 2 )  市 議 会 の 議 員  6 人 以 内  

( 3 )  関 係 行 政 機 関 又 は 県 の 職 員  

  5 人 以 内  

( 4 )  市 の 住 民  2 人 以 内  

 

 


